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Ⅰ：事業概要

Ⅱ：個別事業内訳 （単位：千円）

一般財源
の割合

事業名

- 

合計 13,958 0 0 190 13,768 99%

 - - - - - - 
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 - - - - - - - 
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 - - - - - - 

99%

 - - - - - - - 

会計一般事務 13,958 0 0 190 13,768

事業内容

  ●事業の全体計画
　 ・指定金融機関及び指定代理金融機関並びに収納代理金融機関で納税され
     た公金は、取扱金融機関から指定金融機関で取りまとめ、公金口座に振
     込まれ、歳入科目ごとに消込処理する。
　 ・コンビニ収納の公金は、収納代行業者から公金口座に振込まれ、市の
      歳入科目ごとに消込処理する。
　 ・市から各債権者に対する支払は、指定金融機関のインターネットのシ
      ステムを利用して、各債権者の
      預金口座に振込み処理し債権者に周知を図る。
　 ・新たに始まる総合収納システム導入に対応するため、財務会計システ
     ムの入替を行う。併せて、インターネット回線接続不能時における操作
     経路の確立に努める。
　●主な事業内容
　 ・一般会計、特別会計、歳入歳出外現金、水道事業会計、基金の出納事
     務。
　 ・会計課窓口での愛知県収入証紙及び市専用請求書の売りさばき事務。
　 ・各課の財務担当者が作成する支出命令書等の審査に関する事務。
　 ・一般会計・特別会計歳入歳出決算書及び附属資料の調製に関する事務。
　 ・指定金融機関等に関する事務。

事業の
目標・計画

地方自治法施行令第173条の2規定及び、犬山市予算決算会計規則、犬山市公金取扱金融機関に関する
規則に基づき、公金の厳正、適確かつ効率的な処理を目的とする。

財源内訳

国県支出金

予算書(P)目名

地方債 その他 一般財源
予算額

会計管理費 63

施策事業名 会計管理

事業目的
地方自治法施行令第173条の2規定及び、犬山市予算決算会計規則、犬山市公金取扱金融機関に関する
規則に基づき、公金の厳正、適確かつ効率的な処理を目的とする。

平成３０年度予算説明書

予算 部局名 出納室

課　名 会計課


